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   Ⅰ 創立７５周年記念講演会 

 「新しい価値観に基づく防災対策」～相転移災害の発生を阻止する～ 

             京都大学名誉教授   河田 恵昭  氏 

             
【会 長 挨 拶】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明けましておめでとうございます。皆さまにお

かれましては、健やかな新年を迎えられましたこ

とと、お慶びを申し上げます。 

平素は兵庫県建築会に対し、ご支援並びにご協

力を賜り感謝申し上げます。 

また、本日は、当会創立 75周年記念講演会と毎

年恒例の新春会員交流会のご案内をお送りしたと

ころ、年始めの大変お忙しい中にもかかわらず、

多数のご参加をいただき誠に有難うございます。

高い所からですが心から御礼申し上げます。 

さて、本日の講演会は、本来なら昨年の 9月 8

日に京都大学名誉教授である河田先生をお招き

し、兵庫県立美術館のミュージアムホールをお借

りして開催する予定でした。開催を最終判断する

8月上旬にはコロナ感染者数が 1万人を超す状況

となり、やむなく開催延期に至りました。 

現在も、コロナ感染症第 8波の真っただ中では

ありますが、3年にわたり世界中で猛威を奮った

コロナ禍も、ワクチン接種の普及や治療薬の開

発、そしてウィルスの弱毒化により、コロナ感染

症を克服するのも近いと思われます。当会といた

しましても、今までの経験を踏まえ、感染防止対

策と社会経済活動を両立させるウィズコロナの時

期を迎えたと考え、創立 75周年記念講演会を本

日開催させていただきました。 

 

 

また、河田先生には、改めて本日のご講演お

願いし快く引き受けて頂き、厚くお礼申し上げ 

ます。本日は、演題「新しい価値観に基づく防

災対策」についてご講演を賜ります。新たな災

害として目に見えない新型コロナウィルスによ

る感染症拡大も経験した我々は、本年には関東

大震災から 100年を迎えます。コロナ禍でも自

然災害は待ってはくれません。また、コロナ禍

を経験したことによる新たな課題も見えてまい

りました。そして、現代社会において安全安心

への取り組みは欠かせず、これからも建築会の

重要なテーマの一つと考えていますので、皆様

と共に勉強したいと思います。 

結びといたしましては、引き続き皆さまから

のご指導ご鞭撻をお願い申し上げ、創立 75周

年記念講演会開会の挨拶とします。 
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【講       演】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（はじめに） 

 

 兵庫県建築会創立７５年とお聞きしましたが、

私は７６歳です。私の生まれた同じ頃に建築会も

創設されたということになります。 

 私は京都大学で土木工学を専攻し、教員になり

ました。しかし阪神淡路大震災の時、自分がやっ

てきた防災研究が全く役に立たないことが分かり

ました。そのため、これからの研究は実践的でな

ければならないことを肝に銘じて、研究をしてま

いりました。 

 ２０年前には、当時の兵庫県知事の貝原さんか

ら依頼を受けて、人と防災未来センターの発足に

伴い、そのセンター長に就任いたしました。 

 幸い、このセンターは大きく育っています。現

在は世界一の実務研究機関になりました。昨年は

防災国体 2022 を実施し、全国から 12,000 人もの

人と 320 の団体が参加していただきました。これ

までの努力が認められたのだと感じており、本日

はそのことを踏まえ話をさせていただきます。 

 

1 被害が巨大化する自然現象の特徴 

   ―新たな発見「相転移現象」― 

 

 今日は「相転移」という新しい言葉を覚えて帰

ってください。例えば相転移とは、水は普通液体

ですが 0 度より温度が下がるといきなり液体が氷

になります。固体から液体へ、液体から気体へ、

それは連続的ではなく、ある温度を境に突然相が

変わるという現象のことです。 

 私は、３０年前に相転移の現象が社会現象でも

起こるということを見つけました。しかし他の防

災研究者には難しすぎて分からないということで

３０年以上過ぎていったわけです。 

  

関東大震災では 105,000 人が亡くなり、その

90％は火災が原因でした。そのため消防庁のポス

ターは長く「地震だ、火を消せ」というのがキャ

ッチフレーズでした。 

阪神淡路大震災では、直後に 5,500 人が亡くな

りました。火災での死者は 500 人で、5,000 人は

古い木造住宅の犠牲になりました。火災の犠牲者

の 10 倍もの方が住宅の全壊、倒壊の犠牲になっ

たのです。 

その後、政府は耐震診断、耐震補強という政策

を進めることになり、毎年耐震化率は上昇してい

ますが、古い住宅に住んでいる高齢者が亡くなり、

古い家を潰して、新築したために見かけの耐震化

率が上がっている側面があります。そこで重要な

のが我が国の高齢化が色々と問題を孕んでいると

いうことです。 

 

また最近心配しているのが、南海トラフ巨大地

震、首都直下地震です。例えば、首都直下地震に

おいて相転移で確実に起こるのが広域長期停電で

す。 

昨今カーボンニュートラル問題等でやみくもに

火力発電所の稼働を止めるということがありまし

た。現在の東京電力等の電力余裕率は 4％程度で

あり、首都直下地震が起きて火力発電所が 1 基で

も停止すれば、広域長期停電になるわけです。1

ヶ月以上、計画停電では乗り切れない状況に直面

することになります。そのことが私たちの中で全

く共有されていない状況なのです。 

 

このような状況を見据え、相転移というものを

正確に理解する必要があります。相転移というも

のは社会現象です。ですから、事前に何が相転移

になるか分かるわけです。もちろん被害をゼロに

することは出来ませんが、被害を少なくすること

は可能なのです。 

  

 

 

 

      

 

    

 

 

 

 

 

 東日本大震災では直後に 16,000 人もの犠牲者

が出ました。岩手県でも第 1 波の津波が来るまで

約 30 分の時間がありましたが、浸水した地域の

約 27％の人が避難しなかったのです。仕事があ

るとか、防潮堤があるから大丈夫だとか、気象庁

の大津波警報は当たらないとかで、その結果

16,000人もの犠牲が出たのです。要するに避難し

ないという相転移が起こったのです。 

 このように、これから起きる災害に対して、何

が相転移として起こるかを研究すれば、事前対策
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として有効に活用できると分かったわけです。 

 

 日本は、嫌なことは起こらないことにする国で

す。私は東京オリンピックの前に超大型の台風が

東京湾に上陸することを想定して計画を策定すべ

きだと政府に申しました。しかし、「先生、それ

は大変ですね。でも来ないでしょう」、これで終

わりでした。 

 ２０２５年の大阪万博は 6 ヶ月もの開催期間で

す。南海地震が発生することや台風による高潮を

想定しておく必要がありますが、あまり進んでい

ません。経験していないことは起こらないという

考え方は残念で仕方ありません。 

 

 大きな被害が発生した災害は数多くありますが、

すべてが単に外力が大きかったのではありません。

被害が拡大するファクターが存在するのです。そ

れを見つけ、事前対策を講じることが重要です。 

 平成の 30 年間に主だった災害が 36 件あります。

そのうち相転移が発生したのは 16 です。災害全

てに相転移が発生することはありませんが、大き

な災害ほど相転移が発生しています。 

 

 このような状況のなかで、人と防災未来センタ

ーでは、１万人以上の自治体職員に対して１週間

単位の研修を行ってきました。そのため災害が起

こったとき必ずその地域の自治体に研修生がいま

す。ですから、その人たちと一緒に復旧、復興に

携わっています。このように日本全体の防災力は

向上しているのです。 

 

2 洪水氾濫に見る変化 

   ―破堤氾濫から越流氾濫へー 

 

 現在、水害が増えていますが、どのような相転

移が発生しているのかを紹介します。最近「線状

降水帯」が数多く発しています。これは全国で

1,000 億トンもの雨が降るということです。今ま

で経験したことが無いことです。 

 そのため国土交通省では流域治水対策としてダ

ム群をどうするかを議論しています。しかしダム

は、文明防災です。流量をコントロールするとい

う量的な数字として捉えられる防災対策です。し

かし、線状降水帯の雨量はコントロールできませ

ん。効果がカウントできないから流域治水と呼ん

でいるのです。 

 

 ダムや農業用水施設を事前に空っぽにして、そ

こに水をため込むということを、やらないよりは

ましですが、流域治水と呼んではいけないのです。 

洪水を低減できると考えるのは間違いです。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 2 年の熊本県での洪水では、球磨川が大氾

濫しました。計画していた川辺川ダムは 1 億立方

メートル、1 億トンのダムでしたが、このダムが

出来ていても洪水を防ぐことは出来ませんでした。 

 

 既に文明的な科学を根拠とした治水対策はパン

クしていることを理解しなければなりません。で

すから、文明的なものと文化的なものを 

重ねて考えていく必要があるのです。 

  

 また熊本県の洪水の時は、多数の高齢者被害が

大きくなりました。近時「共助」として地域の助

け合いの必要性が言われてきましたが、ここでは

隣近所がみんな高齢者だったのです。そのため高

齢者同士で助け合うことが非常に難しかったわけ

です。 

 

 今洪水が起こりそうになると、消防、警察への

問い合わせが非常に増えます。西日本豪雨の時も

倉敷消防局にかかってきた問い合わせは 5,000 件

を超えていました。 

 消防は水害時、事前に出動することは業務に入

っていません。また、警察も 110 番の件数すら守

秘義務等をたてにして、発表しないのです。この

ように日本における初動体制は再検討が必要だと

いえます。 

 

  熊本県では、雨の降り方が半端ではないという

災害の経験から従来の河川改修＋ダムの築造とい

う計画で進めることになりました。そして住民と
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も貯水型ではなく、流水型のダムを築造すること

で、合意形成が成立しました。 

 

 2000 年に東海豪雨がありまたが、名古屋市の

37％が浸水したのですが、当時京都大学防災研究

所として翌日現地に入りました。 

 水害のゴミが床下浸水と床上浸水ではどれくら

い違うかを市町村単位で計測しました。誤差はあ

りますが平均して床下浸水では１軒あたり当たり

0.4 トンでしたが、床上浸水では 2.7 トンという

結果でした。すなわち、被害を軽減するためには

床下浸水に止めておかなければならないというこ

とです。これが相転移です。 

 

 公式に線状降水帯が起こり始めたのは 2012 年

の九州豪雨と言われていますが、データ的には阪

神淡路大震災の翌年あたりから浸水被害額が増え

ています。 

 端的に言いますと、これからの水害では、早く

逃げないと人的被害が増加します。破堤氾濫によ

る浸水ではなく、越流氾濫が多くなってきたので、

逃げ遅れることによる犠牲者が多くなり、床下浸

水よりも床上浸水になるから物理的な被害も大き

くなります。このことを行政が分かっていないと

被害が大きくなるということです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今我が国で一番大切な河川は東京の荒川です。

荒川が氾濫すると、被害が一番大きくなります。 

その現状ですが、高規格堤防を作っていて、進捗

率は 12％です。国は着実に整備しています。し

かしこれでは破堤氾濫でなくて越流氾濫が起こる

と市街地に川の水が広がってしまう。 

 荒川の計画高水流量は 200 年に 1 度の雨量を想

定していますが、3日間の総量です。台風 19号つ

まり東日本台風の時は 2 日間で雨が止みました。

もう 1 日続くと荒川は氾濫していたのです。日本

は不幸なことは起こらなかったら良かった、それ

で終わってしまい、忘れてしまうのです。 

 東日本震災の時に災害救助法が適用されたのは

241 市町村でしたが、東日本台風の時は 360 市町

村で、140 箇所が破堤氾濫しています。でもまず、

越流氾濫が起こっていても後からわからないので

す。 

 洪水氾濫に限って考えると、社会現象の相転移

が発生しているのです。従来より浸水深が深くな

ると、住宅被害だけでなく、医療機関の１F の機

器が全部だめになる可能性が高い。そのため都市

の病院では高額機器類は２F に置いています。地

震での被害は部品の交換で処理できますが、水に

浸かってしまうと電気系統を全部やり替えなくな

り、被害が大きくなってしまうからです。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのため、タイムライン（事前防災行動計画）

を策定しておく必要があります。マイタイムライ

ン、自治体のタイムラインなど色々と普及させよ

うとしています。 

 このことについて今年の 1 月 31 日には約 60 の

市町村が参加して全国大会を開催する予定です。

問題としては、意識の高い自治体は参加していま

すが、低い自治体は全く動きません。そのため災

害時の被災地は意識の高いところと低いところが

混在してしまうのです。それを解決するためには

広域行政を担う都道府県が重要になるわけです。 

 今日お集まりの方々も建築土木ということで災

害とも関係が深いわけですから、市町にタイムラ

インを作成するように兵庫県に対して働きかけて

頂きたいと思います。 

 

３ 国難災害の予想される「相転移」 

   ―被害の巨大化を防ぐー 

 

 南海トラフや首都直下地震が起こった時を想定

して、相転移の考え方の推進が重要です。事前に

分かっている長期広域停電、避難行動の指針など

を何とかしなければなりません。 

 長期広域停電が起これば、避難所にも電気はき

ません。公立の小中学校のほとんどは避難所に指

定されています。校舎の耐震補強はほぼ終わって

いますが、電気がこなくなれば避難所として活用

は出来ません。そのためには、ソーラーと蓄電池

の活用など再生可能エネルギーの利用をメインと
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して、それを商業電力がサポートするという体制

が望まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相転移は分かっていないものも含めてたくさん

ありますが、事前にキャッチできるという長所が

あります。起こってからではなく、起こる前に調

べておけるのです。 

 皆さんの企業で BCP を作るとき、自分の会社

の欠点が知らなければ、災害等のトラブルの時、

その BCP は意味をなしません。会社は生き物な

ので定期的にリファインする必要があります。そ

して会社として起こって欲しくない事案に BCP

を適用できるようにすべきなのです。 

 アメリカの企業では、多様な事案に対して

BCP で対応できるようにしています。一例です

が、東京の丸の内には外資系の支店は一切ありま

せん。首都直下地震が発生すれば湿地帯だった丸

の内周辺はビジネス街も東京駅も地下街も繋がっ

ているため、大変なことになることを BCP とし

て理解しているからです。 

 これからの被害軽減策は、相転移の災害になる

原因を見つけて、相手任せの被害ではなく、自分

たちがコントロールできる相転移災害にする必要

があります。 

 相転移災害は社会災害なので、事前に被害を軽

減することが出来る。阪神淡路大震災から 28 年

がたって、被害をいかに少なくする方法が見えて

きたということです。 

  

４ 事前対策と災害レジリデンス 

   ―事後対策とセットで実施― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 レジリデンスとは、日本語で縮災と訳していま

す。事前の予防力は非常に重要です。予防力で被

害を小さくしておかないと、被害は大きくなるし、

地域の回復の度合いも違ってきます。 

 その予防力と回復力の間には、防災、福祉、医

療、教育等各分野の連携が重要です。災害が起き

れば、その直後に福祉が、医療が、教育が大きな

被害を受けることになります。 

 

 例えば、2019 年の熊本の水害では球磨川が溢

れたのですが、現在でも 1,200 人もの高校生が列

車通学できず、バスや保護者の車の活用になって

います。JR 九州では赤字路線である肥薩線の復

旧の目途は立っていません。 

 ヨーロッパでは、鉄道を廃止する話など聞いた

ことがありません。各国は鉄道を独立会計として

みていないのです。鉄道も、船も、道路も一括し

て考えています。 

 日本では、国土交通省は鉄道局、港湾局、道路

局に分かれていますが、一体的に連携することが

解決につながると思います。さらに、高齢化が進

めば鉄道の利用者も減少することなど分かりきっ

た話です。 

 

 縮災は事前と事後の対策をペアで実施すること

ですが、単に防災だけでなく福祉、医療、教育等

と一緒に進める必要があります。 

 そのため、それらの施設を作るときは防災の網

をかぶせる必要があります。 

例えば、東日本大震災の大川小学校は 70 人も

の犠牲を出しました。その直後に現地に行った時

校舎は瀟洒でしたが、２階の屋上の高さと横を流

れる北上川の堤防の高さが一緒だったのです。つ

まり設計の時に川が溢れるということを全く考え

ていなかったわけです。 

この例が示すように、建築基準法に沿って作っ

たから問題ないというスタンスでは何も解決しま

せん。 

 

政府は今、国土強靱化という施策を進めていま

すが、要するに既存の建物を強くするというスタ

ンスから抜け切れていません。国土をデザインす

るということはどういうことなのかを考えておか

なければなりません。 

 

日本の大学の建築学科では、ほとんど防災につ

いては教えていません。精々耐震設計や構造部材

のことぐらいで、水害や地震が起こったときの被

害について教えていません。建築は建築学科とい

い建築工学科とは絶対いいません。そこにも問題

があるのではないかと思います。 

 昨年 7 月のコロナパンデミックのデータですが、
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感染率、死亡率をみてみると、日本より GDP が

低い国は感染率が高いことを示しています。要す

るに貧しい国では医療体制が不十分なことが大き

な理由になっています。 

 ところが、日本より GDP が高い国でも日本よ

り感染率は高い傾向にあります。これは日本が清

潔だからです。世界で水道水を飲める国は僅か

12 カ国で、うがいをし、手を洗い、料理に、お

風呂にも液体塩素を含んだ水道水を使っている国

は日本だけです。 

 

 移民率について少し述べておきます。移民率と

はその国で生まれていない人の割合を言います。 

その定義でいえば、移民率が高い国ほど感染率が

高くなっています。つまり文化的融合がないと感

染率は下げられないことを示しています。 

 

 今政府はデジタル化を声高く進めていますが、

デジタル化を安易に進めるだけではそのままの状

態が続くだけなのです。文化を豊かにする必要が

あります。文化というのは日常の習慣です。日常

をもっと洗練されたものにすることが重要です。 

 防災はまさに文化的なものです。公的な事業で

対応力を強くするだけではなく、我々の生活自体

が災害に強くならなければなりません。 

 そういう意味で、文明ではなく、文化も豊かに

することが大切であり、そのところが我が国には

欠けているようです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SDGｓは持続可能な開発としていますが、先進

国では発展なのです。 

 さらにSDGｓの第1の目標は貧困をなくそうと

いうことです。国連は災害をなくそうとしたかっ

たのです。それは、災害があると貧困になるとい

うことです。 

 ところが、国連加盟国のおよそ３分１しか災害

は起こらないのです。だから災害をなくそうでは

全加盟国の賛成にならないために貧困をなくそう

とということになりました。 

 要するに現場を知らないから、国の経済を豊か

にするのは SDGｓの目標だと錯覚しているので

す。 

 科学的な開発ばかりでなく、文化的な発展が必

要で、そのために私たちの日常生活を洗練させな

ければならず、さらに防災とリンクしていくとい

う意識を持って頂きたいのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 文明の上に文化を乗せ、文明だけで全部に適用

出来るわけではなく、個々のケースの違いを理解

し、その多様さを認める社会にしていかなければ、

いつまでも災害に弱い社会になってしまいます。 

 

【出野上 副会長 お礼】 

 

 本日は相転移というキーワードのもと河田先生

には貴重なご講演を頂きありがとうございます。 

 新しい価値観に基づく防災対策のなかで、様々

なキーワードをもとに大変示唆のあるご講演でし

た。ありがとうございました。 

 ポストコロナに向けた新しいステージに立とう

としている中、今日お聞きしました新たな発想、

新しい価値観を見つけ、そのような考え方の元で

創意工夫を重ね、諸課題に向かっていかなければ

ならないことを改めて感じさせていただきました。  

当会におきましても、会員相互の親睦を深める

交流の場として、本日のような新しく、注目すべ

き旬な話題を発信していくように、皆さまと協力

して作り上げていきたいと存じますので、ご理解

ご協力お願いいたします。 
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     Ⅱ 令 和 ５ 年  新 春 会 員 交 流 会 

             日時：令和 4 年 1 月 12 日（水） 17：00～19：00 

             場所：神戸三宮東急 REI ホテル 

【会 長 挨 拶】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

明けましておめでとうございます。元日より好

天に恵まれ穏やかな新春を迎えられましたことと

お慶びを申し上げます。 

また、平素は当会に対し、多大なるご理解とご

協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

今年の干二支は「癸卯（みずのとう）」であり

ます。これまでの努力が花開き、実り始める縁起

のよい飛躍の年だそうです。本年が皆さまにとり

まして、希望に満ちた一年になりますようお祈り

申し上げます。 

現在も、コロナ感染症第 8波の真っただ中では

ありますが、3年にわたり世界中で猛威を奮った

コロナ禍も、ワクチン接種の普及や治療薬の開

発、そしてウィルスの弱毒化により、コロナ感染

症を克服するのも近いと言われています。当会と

いたしましても、今までの経験を踏まえ感染防止

対策と社会経済活動を両立させるウィズコロナの

時期を迎えたと考え、本日は、昨年 9月より延期

していました創立 75周年記念講演会を開催し、

引き続き新春会員交流会を開催させて頂きまし

た。年始めの大変お忙しい中にもかかわらず、多

数のご参加をいただき高い所からではございます

が、心から感謝申し上げます。有難うございまし

た。 

さて、昨年の建築会を取り巻く環境には大変厳

しいものがありました。兵庫県、並びに神戸市に

よる様々なプロジェクトが着実に進行するもの 

 

の、2月に勃発したロシアによるウクライナ侵攻

は未だ和平への道筋が開けず、エネルギー価格高

騰や資機材物価の上昇、そして、円安の影響と、

もとよりの建設従事者の担い手不足も続いてお

り、先が見通せない状況であり、当会の特徴であ

る建築業界を横断する組織が掲げるヒューマンネ

ットワークを築くことが一層重要な時代となった

と考えています。 

また、先ほどは京都大学名誉教授 河田先生に

よる、演題「新しい価値観に基づく防災対策」に

ついて講演していただき、大変ありがとうござい

ます。大変示唆に富んだ内容でありました。そし

て、我々は、新たな災害と言える目に見えないウ

ィルスによる感染症も経験した上で、本年は関東

大震災から 100年を迎えます。コロナ禍でも自然

災害は待ってはくれません。また、コロナを経験

したことによる新たな課題も見えてまいりまし

た。現代社会において安全安心への取り組みは欠

かせず、これからの建築会として重要なテーマの

一つと考えます。今後も関係団体の皆さまと共に

勉強してまいりたいと思いますので宜しくお願い

いたします。 

当会は、敗戦後の戦災復興を速やかに進めるた

めに、兵庫県のご指導の下、県庁内に事務局を置

くユニークな形で戦後間もない昭和 22年 3月 15

日に設立されました。我々会員は、28年前の阪

神・淡路大震災を始め、様々な自然災害などの危

機を幾度も乗り越えてきました。当会の役割は

75年を経た今日も変わらず、建築に携わる人々

のネットワークを紡ぐことであります。今後もこ

の精神を持ち続けることが最も大切と考えていま

す。これからの創立 80周年、90周年、そして、

100周年を目指し頑張りましょう。 

引き続き、皆さまからのご指導ご鞭撻をお願

い申し上げ、新春会員交流会開会の挨拶としま

す。本日は有難うございます。 
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【来 賓 挨 拶 要 旨】 

 

（兵庫県 服部副知事） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新年おめでとうございます。本日は、令和５年

の新春会員交流会が盛大に開催されますこと、心

よりお慶び申し上げます。兵庫県建築会の皆様に

おかれましては、７５年の歴史を基に建築に関す

る技術の向上や建築関係産業の発展、本県のまち

づくり行政の推進に多大なるご貢献をいただき、

敬意と感謝の意を表します。 

 長引くコロナ禍も新規感染者数は依然として高

い水準ありますが、これまでの経験と教訓を生か

しながら、感染防止対策と社会の経済活動の両立

を図っていかなければならないと思っておりま

す。 

これからは本年夏の兵庫デスティネーションキ

ャンペーン、そして２０２５年の大阪・関西万

博、さらには２０３０年前後を基本とする神戸空

港の国際定期便の就航と、兵庫関西の経済を取り

巻く明るい展望が広がってまいります。この機を

逃すことなく、この兵庫の地へ、人・モノ・投資

を呼び込むために官民連携して、様々な施策に取

り組んでまいります。 

 まちづくりの分野では、地域の活力の活性化の

ために区域区分の見直しなど、柔軟な土地利用の

在り方について検討を進めてまいります。また、

地方への移住促進や新たな観光戦略の推進のため

に、空家のさらなる活用や、古民家の再生にも取

り組んでまいります。 

 熱海の土石流災害を機に成立いたしました盛土

規制法に基づきまして、実効性のある盛土対策に

取組んでまいります。さらには官民連携政策の一

環といたしまして、県営住宅では初となる PFI

建替事業などにも取り組んでまいります。 

令和５年は卯年です。まさに「躍動する兵庫」

の実現を目指し、しっかりと足元を堅め、かつ果

敢に挑戦してまいる所存ですので、引き続きのご

支援、ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 結びとなりますが、兵庫県建築会並びに本日ご

参集の皆さんの今後ますますのご発展と、今年１

年が皆様にとって、輝かしい１年となりますこと

を祈念申し上げまして、年頭のご挨拶とさせてい

ただきます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（会場風景） 
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（神戸市住宅建築局 小川副局長） 
 

新年明けましておめでとうございます。本年も

よろしくお願いいたします。日頃は神戸市行政の

推進にご協力いただき、ありがとうございます。 

 本日は兵庫県建築会の創立７５周年記念公演会

並びに新春の交流会の開催、おめでとうございま

す。長きにわたり建築業界の発展、成長にご尽力

いただき、ありがとうございます。 

 阪神・淡路大震災から 28 年を迎えようとして

おります。神戸は国内外の皆様方から大変なご支

援をいただきながら、復興を成し遂げることがで

きました。今後神戸をさらに発展させるために、

様々な取組を進めていく必要があり、気持ちを新

たにしているところでございます。 

 まちづくりで申しますと、都心三宮の再整備事

業やウォーターフロントの再開発を進めており、

三宮近辺では新中央区総合庁舎ができ、新たなバ

スターミナルの建設に向けた解体工事が進められ

ております。また、まちの顔となる西神、名谷な

ど駅前エリアのリノベーションが徐々にスタート

し新たな都心の顔が生まれつつあります。 

 さらに、昨年は神戸空港の国際化が発表されま

した。長年の課題であった神戸空港の国際化を成

し遂げるため、その基盤を作っていかなければな

らないと考えております。 

 引き続き、皆様方にもご意見、ご支援いただき

ながら、事業を進めてまいります。 

 脱炭素社会の実現ということで、建築物の省エ

ネ化や、木材利用の促進などが注目されておりま

す。神戸市においても、木材利用を進めておりま

す。コストや材料調達等の面において、まだまだ

課題はありますけれども、新たに整備した中央区

役所等非常に好評を得ているということで、今後

も計画的に木材利用の促進を進めたいと考えてお

りますので、皆様方のお力添えをぜひいただきた

いと思います。 

 時節柄コロナウイルスとインフルエンザの同時

流行が懸念されております。くれぐれもご自愛い

ただきますとともに、更なるご健勝をお祈り申し

上げます。  

 

 

 

 

（兵庫県建設業協会 松田会長） 

 

 一般社団法人兵庫県建設業協会会長の松田でご

ざいます。 

 兵庫県建築会が７５周年を迎えられましたこと

を心からお慶び申し上げます。兵庫県建築会は各

種の建築資材が国の統制下にあった時代に、鋼材

などの資材の円滑な流通と代用資材の研究・開発

を目的として、兵庫県の指導のもとに建築各界の

主導的立場である方々で発足し、戦後の昭和２２

年３月に設置され、官民が交流して戦後の戦災復

興事業に貢献されてきました。 

 そして、永きにわたって行政職員の方々並びに

設計、建設、設備、資材等様々な建設産業に係る

企業、団体等で会を構成されています。官民をつ

なぎ、業界を横に結び、建築に関係ある各会との

交流、親睦を図るとともに、技術の向上、法令の

普及、資材設備等の調査研究に努められ、建築を

通じて地域社会に大きく貢献されてきました。 

 発足の経緯により、私ども兵庫県建設業協会の

会員も、多くの企業が兵庫県建築会の会員となっ

ています。設計や設備、資材関係など様々な建設

産業に係る企業の方々が参加されている 

兵庫県建築会を通じて、皆様が普段から互いに懇

親を深められていることで、私ども建設業協会会

員の企業活動を円滑に進める上でも大いに役に立

っているところです。 

 会員相互の交流を深める親睦行事はもちろんの

こと、建築関係に留まらず、経済、行政、防災、

文化、芸術など各界の第一人者を招かれての講演

会を月例会として開催され、本日の記念講演会は

506 回目と伺っております。このように永きにわ

たって、継続した活動は私ども兵庫県建設業協会

のみならず、業界団体の範となり、大きな力とな

っていると感嘆いたしております。 

 本日迎えられた創立７５周年の記念の日を一つ

の節目として、兵庫県建築会がこれからも建築を

通じて地域社会に貢献されますとともに、会員の

皆様の益々のご発展を心よりご祈念申し上げま

す。 
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【 乾杯  大木 副会長 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日はご来賓の皆様方初め、会員の方々にご出

席いただきありがとうございます。コロナ禍の中

で ４ 年 目 を 迎 え よ う と し て お り ま す 。 

 当会は創立７５周年を迎えますが、当会が果た

すべき役割はますます大きくなると考えておりま

す。皆さんとご一緒に前進してまいりたいと思い

ます。それでは、ご唱和ください。乾杯。 

         

【国土交通大臣表彰等受賞者への記念品贈呈】 

  ◎国土交通大臣表彰 

 今津 由雄氏  今津建設（株）取締役社長 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 山本会長をはじめ、皆さまの日頃のご支援によ

りまして、このような賞を頂くことになりました。 

 今後ともよろしくお願いたします。 

  

◎兵庫県功労者表彰 

 大木 弘惠氏  （株）大木工務店 会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今回の受賞も偏に皆さまをはじめとした関係者

の方々のご支援、ご指導の賜であると感謝してい

ます。 

 今後も微力ですが、建設業界の発展に寄与して

いきたいと考えております。よろしくお願いしま

す。 

【新規加入会員の紹介】 

 ◎令和４年７月加入 

  阿比野建設（株） 福井  営業部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 歴史ある兵庫県建築会に入会させていただき、

誠にありがとうございます。 

 今後ともご指導の程よろしくお願いします。 

 

【中締め 川端副会長】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本日は創立７５周年の記念講演会にも多くの

方のご出席をいただき、ありがとうございまし

た。また、河田先生には最後まで新春会員交流

会にご参加いただいて、どうもありがとうござ

いました。  

 それでは、最後になりますが皆様のご健勝と

これからの兵庫県建築会の発展を祈念いたしま

して、これでお開きとさせていただきたいと思

います。 
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◎編集後記      

  

 １月１２日に開催いたしました「創立７５周年

記念講演会並びに令和５年新春会員交流会」に

は、コロナ対策でいろいろと制約がある中、多数

のご参加頂きありがとうございました。 

 また、服部 兵庫県副知事様以下、数多くのご来

賓の皆さまにもご出席頂き、感謝申し上げます。 

 

 今年１年皆さまのご協力をいただきながら、会

の運営を進めて参りたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

  

 

 

  

 
事務局 ： 吉本義幸、石井滝実子 

電 話 ： 078－996-2851 

F A X   ：  078－996-2852 

Email  ： archit-k@axel.ocn.ne.jp 

 

        

Ⅲ お  知  ら  せ 
 

◎行事予定 

 
  

１ ２月の月例会 
 

日時：令和５年２月９日（木） 

     １２：００～１４：００ 

場所：神戸三宮東急 REI ホテル 

講師：神戸市都市局都心再整備本部 

      本部長  中原 信 氏 

内容：「都心・三宮再整備について」 

 

２ ３月の月例会 

 

 日時：令和５年３月９日（木） 

     １２：００～１４：００ 

 場所：神戸三宮東急 REI ホテル 

 講師：兵庫県立大学名誉教授 

       近澤 範子  氏 

 内容:「With コロナの生活と心の健康」 
  

 

 

なお、これら行事につきましては、新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止に鑑みて、中止、延期等が想定さ

れます。 変更等のお知らせは郵便、メール等でご案

内しますのでご了知ください。 

 

 

 

◎編集後記 
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Ⅳ  広報コーナー  

 


